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別記 

新居浜市移住体験ツアー実施業務仕様書 

 

１ 業務名 

新居浜市移住体験ツアー実施業務 

 

２ 目的 

大都市圏に在住し、本市への移住を検討している子育て世帯をターゲットとし、実際

の住環境の確認、先輩移住者等との交流を通じて、本市の魅力や暮らしやすさ、子育

て環境の良さ等を体感してもらう参加者の希望に応じたプログラムをカスタマイズで

きるパーソナライズド移住体験ツアーを実施し、本市への移住・定住の促進を図るこ

とを目的とする。 

 

３ 契約期間 

契約締結日～令和９年３月３１日 

 

４ 履行場所 

  市長が指定する場所 

 

５ 事業概要 

（１）名称 

新居浜市移住体験ツアー 

（２）対象者  

本市への移住を検討している大都市圏在住の 20 代～40 代の子育て世帯５組程度。 

少なくとも１組は愛媛県が今年度実施する、東京・大阪での移住フェア参加者を市と

協議のうえ、選定し、組み込むこと。 

（３）場所 

新居浜市内各所 

（４）実施時期 

   令和９年２月までの期間で参加者が希望する２泊３日 

   ただし、夏季期間（７月～８月）に１組以上のツアーを実施すること。 

（５）業務内容 

  ア 実施日程及びツアー内容 

  （ア）実施日程 

    ツアーの実施日程は２泊３日とする。 

  （イ）ツアー内容 

    新居浜市への移住を検討している大都市圏在住の 20～40 代の子育て世帯をター

ゲットとし、リアルな新居浜暮らしを体感できるよう、世帯ごとに日程や訪問先
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等の各自のニーズに沿ったパーソナライズド型の移住体験ツアーを実施する。ま

た、ツアー造成の際には、参加者の意向に合った仕事・住まい・子育て環境等、

移住後の生活をイメージできる内容や先輩移住者等との交流の場を設ける企画を

提案することとする。 

ウ）ツアーの企画・立案 

  参加者の意向を踏まえ、行程案、訪問場所候補、先輩移住者との交流場所等の調 

整、飲食店（昼食）の候補を提案すること。ただし、最終的な行程内容は契約後、

市と協議の上決定する。 

イ 募集関係 

  （ア）本事業のターゲット層を踏まえ、移住フェア等で配布するチラシを作成・周知

することにより効果的に参加者を募集・集客し、確度の高い移住希望者の絞り

込みを行う。なお、本事業に係る広報については、市が別途実施する。その際、

市から要請があれば、協議に参加すること。 

  （イ）受託者は、ツアーの周知及び募集を行うとともに、申込方法や応募条件に関す

る問い合わせ等に対し、説明を行うこと。また、参加者と必要な連絡調整、開

催案内、行程表の作成を行うこと。 

  ウ 運営 

（ア）参加者については、本市への移住意欲が高い応募者を優先的に選定するため、 

応募者へのヒアリングを実施し、新居浜市と協議の上決定する。 

  （イ）ツアー中は、レンタカーを借り上げる等、効率よく移動できるようにすること。 

なお、借り上げ料は委託料に含む。 

（ウ）ツアーの協力者に対し、受託者が委託料から相応の謝金・対価を支払うこと。 

（エ）宿泊については、可能な範囲で本市のお試し移住用住宅を利用することとする。 

（オ）必要最低限の国内旅行傷害保険に加入することとし、保険料は委託料に含める

こと。 

（カ）委託対象経費は次の通りとする。 

  ①ツアー参加者の交通費（受託者が指定する空港または新幹線駅を起点として実

施するものとし、当該起点までの往復交通費は原則、参加者の自己負担とする。） 

  ※交通費は実費精算とする。 

  ②受託業務運営スタッフ賃金、旅費 

  ③車両借上代及び手配に係る経費（乗務員の日当、食事代含む） 

  ④移動に伴う通行料及び駐車場代 

  ⑤ツアー行程中の参加者の昼食代 

  ⑥ツアー行程中の体験イベントに係る経費 

  ⑦会場費（設営・運営費等含む） 

  ⑧関係者への謝金等 

  ⑨ツアー参加者への受付募集及び連絡調整に係る経費 

  ⑩ツアー参加者の国内旅行傷害保険加入に係る経費 
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  ⑪アンケート実施業務に係る経費 

  ⑫その他業務に関連する経費 

  エ アンケート調査の実施 

    ツアー後、参加者に対しアンケートを実施し、集計・分析した結果を新居浜市に 

報告すること。また、アンケート内容は、新居浜市と協議の上決定すること。 

 

６ その他運営上の要件 

（１）実施体制 

実施体制には、業務責任者を置くとともに業務のメイン担当を明確化し、業務全般 

の活動を一元化すること。オンラインでの協議も可能とするが、１回以上は対面で 

の協議を行うこと。 

（２）事業計画書の作成 

契約締結後、スケジュール等を盛り込んだ事業計画書を作成し提出すること。 

（３）事業実績報告書の作成 

事業実施後において委託業務完了報告書を作成し提出すること。 

 

７ 委託業務限度額 

   １，９２５，０００円（税込） 

 

８ 支払方法 

   本事業に係る支払いは、事業完了後の完了払いとする。なお、ツアー参加者の交通費

については実費精算とする。 

 

９ 成果品 

（１）委託業務完了報告書（任意様式） １部 

（２）アンケート結果電子データ 一式 

（３）経費明細書 

 

１０ 成果品の納品場所 

   本業務の成果品の納入先は、新居浜市役所企画部シティプロモーション推進課とする。 

 

１１ 留意事項 

（１）第三者への委託 

   委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし, 

あらかじめ書面により委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（２）機密の保持 

   委託業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用して 

    はならない。委託業務終了後においても同様とする。 
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（３）個人情報の取扱い 

   委託業務を通じて取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する 

   法律の規定に基づき適切に取り扱わなければならない。 

 

１２ その他 

（１）業務の実施にあたっては、旅館業法（昭和２７年法律第２３９号）に定める手続き

等を遵守すること。 

（２）参加者との間に発生したトラブルに対しては、受託者が責任もって対処すること。 

（３）この仕様書は、本市が想定する最低限の業務の概要を示すもので、受託事業者の提 

案内容を制限するものではない。 

（４）本仕様書に明記されていない事項、又は業務遂行に際して疑義が生じた場合は、本 

市と協議の上、その指示に従うこと。 

 


